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市民病院健全経営推進計画書の見直しについて 

 

 地域における基幹病院として，市民病院には市民や地域の医療機関から高度急性期

医療を中心とした高度な医療の提供が求められています。 

こうした市民病院が担うべき役割を果たし，持続的に病院経営を行っていくために

は，経営基盤の強化や収益の確保が重要であることから，総務省より示された「新公

立病院改革ガイドライン」に基づき，平成２８年度に藤沢市民病院健全経営推進計画

書（以下「推進計画書」と言います。）を策定し，平成３２年度までに経常収支の黒

字化を達成することを目指し，具体的な取組を進めています。 

 推進計画書に基づき経営改善に取り組んだ結果，平成２９年度決算の経常収支につ

いては，医業収益の大幅な増加などにより，当初計画の目標値から約８億７，３００

万円改善し，経常損失は約２億３，１００万円まで圧縮することができる見通しとな

りました。 

平成２９年度決算見込みや推進計画書の点検評価の結果，新たな課題なども踏ま

え，収支計画や数値目標の上方修正，並びに具体的な取組の追加などを行いました。 

 

１ 推進計画書の点検評価結果について 

  

（１）点検評価の実施 

推進計画書では，４４項目の数値目標設定に加え，経営の強化，医療機能の充

実，患者サービス及び運営面での取組を３本の柱とした，２４項目４２個の具体

的な取組内容について定めています。推進計画書では，その取組状況について毎

年点検評価を行うこととしていることから，平成３０年６月及び７月に開催した

病院運営協議会において，平成２９年度の収支状況などを踏まえ，「数値目標設

定」や「具体的な取組」の達成度について，定量評価及び定性評価による４段階

での評価を実施しました。 

 

（２）「数値目標設定」の評価結果  

  数値目標として掲げた４４項目の評価結果及び評価基準は次のとおりです。 

 評価４ 評価３ 評価２ 評価１ 合 計 

経営の強化 １項目 １３項目 ５項目 １項目 ２0項目 

医療機能 ５項目 １１項目 ６項目 ２項目 2４項目 

合 計 ６項目 ２４項目 １１項目 ３項目 44項目 
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評 価 基 準 評価 

達成状況が 110%以上 4 

達成状況が 100%以上 110%未満 3 

達成状況が  80%以上 100%未満 2 

達成状況が            80%未満 1 

 

（３）「具体的な取組」の評価結果 

   具体的な取組の３本の柱のうち「経営の強化」に関する項目については，新

入院患者の確保や適切な入院期間の確保へ向けた退院調整体制の構築，駐車場

料金の見直しなど，２１項目のうち１３項目で計画どおりの成果が得られまし

た。 

   また「医療機能の充実」に関する項目では，ベッドコントロール機能の充実

による救急患者のスムーズな受け入れや紹介元医療機関への逆紹介の推進な

ど，１２項目のうち９項目で計画どおりの成果が得られ，「患者サービス及び

運営面での取組」に関する項目では，路線バスのロータリー乗り入れや医師・

看護師などの人材確保，医師などの負担軽減へ向けた医師事務作業補助者の活

用など，９項目のうち７項目で成果が得られた結果となりました。 

 

（４）評価結果を踏まえた課題 

   「数値目標設定」及び「具体的な取組」について，計画どおりまたはそれ以

上の評価となった割合は，それぞれ 68.2％，69.0％と概ね高い達成度となり，

中でも平成２９年度の経常収支比率については，医業収益の増額などにより，

当初計画を 4.6 ポイント上回る 98.8％の見込みとなりました。 

   一方で，医業収益に占める材料費比率をはじめとする経費削減に関する分野

では，目標未達成や十分な成果が得られなかった項目があり，今後の課題とな

りました。 

 

２ 数値目標と取組内容の見直しについて【資料３】 

 

（１）数値目標の見直し 

   当初計画において掲げた「経営の強化に係る数値目標」と「医療機能に係る数

値目標」について，平成２９年度の実績は多くの指標で目標値を上回る結果とな

りました。これを踏まえ，平成３２年度までの各数値について上方修正しました。 

 

（２）平成３１年度の新たな具体的な取組 

当初計画において策定した，２４項目４２個の具体的な取組内容について，計

画策定後の新たな課題への対応や，手術支援ロボット導入の検討，(仮称)入退院

支援センターの設置，外来診療体制の見直しによる患者利便性の向上など，経営
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基盤の一層の強化へ向けた取組内容を新たに加え，２７項目５０個の取組内容と

しました。  

 

（３）収支計画の見直し 

   収支計画については，平成２９年度の経常損益が，入院・外来収益の増加など

により当初計画値から大きく改善する見込みとなったため，平成３０年度以降の

計画値について上方修正しました。 

今後の経営においては，働き方改革に伴う労働環境の見直しによる職員給与費

の増や，平成３１年１０月の消費税率の引き上げによる雑損失の増などの新たな

課題への対応として，引き続き材料費や経費の圧縮に努めるとともに，新入院患

者の確保や手術件数の増加，診療報酬を算定する上での新たな施設基準の積極的

な取得など，今後も一層の経営基盤の強化に努めます。 

 

３ その他の見直しについて 

 

（１）点検・評価の体制 

推進計画書の実施状況の点検・評価にあたっては，外部委員を加えた組織を立

ち上げることとしていましたが，現在，病院の運営状況などについて審議をいた

だく機関である，外部の有識者などで構成する病院運営協議会を，評価機関とし

て位置付けることとしました。 

 

（２）経営形態の見直しにおける当院の考え方の見直し 

   経営状況は改善する見込みとなりましたが，今後の経営における新たな課題へ

の対応など，これまで以上に迅速かつ柔軟な病院経営のマネジメントが求められ

ます。今後は，平成３０年２月藤沢市議会定例会厚生環境常任委員会での報告に

おいて示した考え方に沿い，より積極的な経営を進めるとともに，その経営責任

を病院が担い，より自律的な経営を目指す姿勢を明らかにする観点からも，地方

公営企業法の一部適用から全部適用に経営形態を変更することについて，前向き

に検討を進めます。 

 

以  上  

                   （事務担当：市民病院事務局 病院総務課） 


